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幼稚園型認定こども園 東平野幼稚園 

令和８年度 重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育・保育の提供の開始にあたり、当園があなたに説明すべき内容

は、次のとおりです。 

 

１ 施設運営主体 

名 称 学校法人 東平野幼稚園 

所 在 地 大阪市平野区平野東１丁目７番４１号 

電 話 番 号 ０６－６７９１－２６２０ 

代表者氏名 理事長 森岡 哲生 
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２ 利用施設 

施 設 の 種 類 幼稚園型認定こども園 

施 設 の 名 称 東平野幼稚園 

施設の所在地 大阪市平野区平野東１丁目７番４１号（本館） 

大阪市平野区平野東１丁目６番１２号（別館） 

連 絡 先 電話番号  ０６－６７９１－２６２０（本館） 

        ０６－６７９１－２６６８（別館） 

F A X  ０６－６７９２－７０３２ 

管 理 者 園長 永山 亜弓 

対 象 児 童 満３歳以上の小学校就学前児童及び 

保育を必要とする満１歳以上満３歳未満の乳幼児 

※当園は０歳児クラスはありません 

利 用 定 員 <１号認定子ども> 

 満３歳以上の小学校就学前児童のうち、 

２号認定子ども以外の児童                 

【４５人】 

<２号認定子ども> 

 満３歳以上の小学校就学前児童のうち、       

保育を必要とする児童                     

【３０人】 

<３号認定子ども> 

 満１歳以上、満３歳未満で保育を必要とする児童  

                          【１０人】 

開 設 年 月 日 昭和２４年５月２６日 

※平成２７年度より【幼稚園型認定こども園】へ組織

変更しました。 
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３ 施設の目的・運営方針 

 当園は、幼児期における教育・保育を、生涯にわたる人格形成の基礎

を培う重要なものであると位置付け、以下の運営方針に基づき幼児教

育・保育を一体的に提供してまいります。 

（１） 園児の健やかな成長が図れるよう、その心身の発達を助長すると 

ともに、必要に応じ保護者に対して、子育てに関する悩み・相談に対

応できる体制を構築します。 

（２） 園児との信頼関係を十分に築き、園児が自ら安心して環境にかか 

わりその活動が豊かに展開されるよう環境を整え、園児と共によりよ

い教育及び保育の環境を創造するよう努めます。 

（３） 当園では、『毎日元気でじょうぶな子』『何でも前向きにがんばる 

子』『自分で考えてやれる子』に育てることを日々の目標とし、教育 

内容・施設環境・人的環境の充実に努めています。 
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４ 当園における施設・設備等の概要 

（１） 施設 

敷 地 １，１７８．１㎡ 

園舎 
構 造                     鉄骨 ALC 造 

本館・別館ともに２階建て 

延べ床面積 ４００．１３㎡ 

園 庭 ６２７．８７㎡ 

 

（２） 主な設備（令和７年度） ※園児数により毎年、クラスは変わります。 

設備 部屋数 備 考 

乳児室 １室 別館 

ほふく室 １室 別館 

 

保育室 

 

 

３室 

もも組（３歳児クラス）、さくら組（４歳児

クラス）、のびのびの部屋（預かり・延

長保育時に使用） 

遊戯室（ホール） １室 普段はすみれ組・ゆり組（共に５歳児

クラス）の保育室として使用 

調理室 １室  

ランチルーム １室 給食時に使用 
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５ 提供する幼児教育・保育等の内容 

 当園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成 29 年 3 月 31

日内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第 1 号）を踏まえ、幼稚園教

育要領及び保育所保育指針に基づき、以下の幼児教育・保育その他

の便宜の提供を行います。 

（１） 特定教育・保育及び時間外保育の提供 

下記８に記載する時間において、教育・保育を提供します。 

（２） 専門講師による「音楽」「体操」「英語」の指導 

   成長に合わせた的確な指導で、子どもたちの能力を心身ともに 

最大限にのばしていきます。 

（３） 送迎 

希望者については、園バスによる送迎を実施します。 

（ただし、別途利用者負担有） 
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６ 職員の職種、員数及び職務の内容       令和７年９月１日現在 

職種 職務の内容 員数 常勤 非常勤 備考 

理事長 法人の運営業務を

つかさどり、園全体

を監督 

 

１   

 

１ 

 

０ 

 

園長 園務をつかさどり、

所属職員を監督 

 

１ 

 

１ 

 

０ 

 

主任・副主任

保育教諭 

園長を助け、命を受

けて園務の一部を

整理、園児の保育を

つかさどる 

 

２ 

 

２ 

 

０ 

 

保育教諭 園児の保育をつかさ

どる 

 

１４ 

 

７ 

 

７ 

 

子育て支援員 園児の園生活のサ

ポートをする 

 

３ 

 

０ 

 

３ 

 

事務員 園の事務をつかさど

る 

 

２ 

 

１ 

 

１ 

 

管理栄養士 園児の献立を作成

する 

 

１ 

  外部委

託 

調理員 献立をもとに園児の

給食を作る 

 

３ 

  外部委

託 

バス運転士 園児の送迎を安全

に行う 

 

１ 

  外部委

託 

 

 当園では、「大阪市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認

定の要件を定める条例（以下「条例」という。）」の定める基準を遵守し、

教育・保育の実施に必要な職員として、上記の職種の職員を配置してい

ます。 
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〈各職種の勤務体系〉 

職種 勤務体系 

理事長 外部での仕事が多い為、時間が定まっていない 

園長 ７：３０～１９：００ 

常勤保育教諭 ７：３０～１９：００までの間の実働８～９時間 

非常勤保育教諭 ８：００～１９：００までの間の各自契約した時間数 

常勤事務職員 ８：００～１９：００までの間の実働８時間 

非常勤事務職員 １０：００～１６：３０ 実働６時間 

※ローテーションにより、各教職員の勤務日及び勤務時間帯は異なります。 

※職務の都合上、上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。 

 

７ 教育・保育を提供する日 

 お住まいの市町村から受けた支給認定区分ごとに、以下のとおり利用

可能日（休園日）が異なります。 

認定区分 対象者 休園日 家庭協力日 

１号認定子ども 満３歳以上の小

学校就学前児童

のうち、２号認定

子ども以外の児

童 

土曜日、日曜日、祝

祭日及び年末年始、 

春、夏、冬期の長期

休業日、創立記念

日 

入園式、卒園

式、お盆休

み、行事代

休、願書受付

日 

２号認定子ども 満３歳以上の小

学校就学前児童

のうち、保育を

必要とする児童 

 

 

日曜日、祝祭日及び

年末年始、創立記

念日 

 

 

入園式、卒園

式、お盆休

み、行事代休 ３号認定子ども 満１歳以上、満３

歳未満で保育を

必要とする児童 
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※１号認定子どもでも、土曜日及び長期休業日に保育が必要な場合は

一時預かりを利用することもできますのでご相談ください。 

※１号認定子どもは、行事前の短縮日、長期休業日の数日等に預かり

保育を利用できない日があります。 

※家庭協力日は、例年当園では保育ニーズがない為、休園となっていま

す。 

 

８ 教育・保育を提供する時間 

 お住まいの市町村から受けた支給認定区分ごとに、以下のとおり利用

可能な時間帯が異なります。 

認定区分 教育・保育時間 利用可能時間 

１号認定子ども 教育標準時間 

（概ね４時間程度） 

９時３０分～１４時３０分 

（※注１） 

 

２号認定子ども 

３号認定子ども 

保育標準時間 

（最大１１時間） 

８時～１９時 

（※注２） 

保育短時間 

（最大８時間） 

８時～１６時 

（※注３） 

（※注１）９時３０分より前若しくは１４時３０分を超えて保育を必要とされる

場合は、一時預かり事業を利用することができますのでご相談ください。

（要予約、９時３０分より前は無料、１５時以降は別途利用者負担有） 
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（注２）８時から１９時までの範囲内で、保育を必要とする時間となります。 

（注３）８時から１６時までの範囲内で、保育を必要とする時間となります。 

なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必

要な場合は、１６時から１９時までの範囲内で、時間外保育を提供いた

します（時間外保育の利用にあたっては、市町村にお支払いいただく通

常の保育料の他に、別途利用者負担が必要となります）。 

 

９ 食事の提供方法及び提供を行う日、アレルギー対応状況 

（１） 食事の提供方法 

自園調理（調理業務は一冨士フードサービス株式会社が行います。） 

（２） 食事の提供を行う日 

  保育を提供する日は、食事の提供を行います。遠足及び３月の１週

間（設備メンテナンスの為）は弁当日になります。また、長期休業日に

限り、給食・弁当のいずれかを選ぶことが可能です（事前申し込み）。 
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児童の年齢に応じ、以下の時間帯に食事の提供を行います。 

 昼食 午後間食 

１歳児 １１時３０分頃 １５時頃 

２歳児 １１時３０分頃 １５時頃 

３歳児 １１時３０分頃 １５時頃 

４歳児 １１時３０分頃 １５時頃 

５歳児 １１時３０分頃 １５時頃 

※保育の都合上、時間が前後する時もあります。 

※献立表は毎月別途お知らせします。 

 （３）アレルギー対応状況 

   除去食及び代替食に対応（要、医師による診断書） 

   食物アレルギー対応マニュアル有 

   ※食物アレルギー等、体質に合わない食材があればご連絡くださ

い。  
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１０ 利用料金 

（１） 特定教育・保育に係る利用者負担（保育料） 

  支給認定を受けた市町村に対し、当該市町村が定める利用者負担

額（月額）を当園にお支払いいただきます。ただし、月の途中で入退園

する場合については、在籍日数に応じ日割計算で算定します。 

※満３歳以上の児童は、幼児教育無償化対象の為、保育料はかかりま

せん。また、令和６年９月より大阪市では、３歳未満児の第２子以降の

児童の保育料無償化が始まりました。 

（２） 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等 

   （１）に掲げる利用者負担額のほか、別表に掲げる費用を負担して 

いただきます。お支払方法については、別途お知らせします。 

 

１１ 特別支援教育・障がい児保育の取組状況 

 特別な支援が必要な児童は、当園が指定園ではない為、原則としては

対応できません。一度園までご相談ください。別途資料あり。 
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１２ 利用の開始に関する事項 

（１） １号認定子ども 

   保護者が本重要事項説明書に同意され、入園願書の提出により、 

当園が入園決定し、支給認定を受けた保護者が教育・保育の提供を開

始します。 

（２） ２・３号認定子ども 

  区保健福祉センターの利用調整に基づき当園に入園決定され、支

給認定を受けた保護者が本重要事項説明書等に同意された後に教

育・保育の提供を開始します。 

 

１３ 利用の終了に関する事項 

 当園は、以下の場合には教育・保育の提供を終了します。 

（１） 園児が小学校に就学したとき 

（２） 子ども・子育て支援法第２４条第 1 項第 2 号又は第３号の規定によ

り支給認定が取り消されたとき 

（３） その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

 

 



13 

 

１４ 学校医（嘱託医） 

 当園は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。 

（１） 内科 

医 療 機 関 の 名 称  村田クリニック 

医院長名又は医師名  向田 尊洋 

所 在 地  大阪市平野区平野東１丁目８－２９ 

電 話 番 号  ０６－６７９１－１５２４ 

（２） 歯科 

 

１５ 緊急時の対応 

 お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、

保護者の緊急連絡先へ速やかに連絡を行い、病状によっては救急搬送

することもあります。園から病院に搬送した際、縫合を伴うけがや、レント

ゲン撮影が必要な時は、病院側から保護者への許可が求められます。

園から連絡があった際はすぐつながるようにしておいてください。 

 

医 療 機 関 の 名 称  医療法人眞和会 辻歯科医院 

医院長名又は医師名  辻 眞志 

所 在 地  大阪市平野区平野北２－１４－６ 

電 話 番 号  ０６－６７９４－８８４１ 



14 

 

１６ 非常災害時の対策 

非常時の対応  別途に定める、災害マニュアルにより対応します。 

防災設備 ・自動火災報知機  有  ・非常警報装置  有 

・非常用電源     有  ・消火器       有 

・屋外避難階段    有   ・避難用滑り台  有 

・誘導灯及び誘導標識 有 ・ガス漏れ報知機 有       

・その他、カーテン、敷物、建具等の防炎処理 有 

避難・消火訓練  避難及び消火の訓練は、毎月１回以上実施します。 

 

１７ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 職員による園児への虐待防止のため、以下の措置を講じています。 

（１） 職員会議にて、園児への接し方、声のかけ方を指導 

（２） 園長が保育の様子を観察をし、気になることは指導を行う 

（３） 虐待防止マニュアルの作成・運用・全職員で共有 

 

１８ 要望・苦情等に関する相談窓口 ※担当者不在の場合は、当園職員まで 

 当園では、要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

 

当園 

ご利用相談窓口 

・窓口担当者      森岡 哲生・永山 亜弓 

・ご利用時間      ８：００～１７：００ 

・電話番号        ０６－６７９１－２６２０ 

 FAX           ０６－６７９２－７０３２ 
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１９ 利用者に対しての保険の種類・保険事故（保険者の保険金支払い

義務を具体化させる事故）・保険金額 

 当園では、以下の保険に加入しています。 

保険の種類 施設賠償責任保険 

保険の内容 身体賠償（５００万円まで）・物損賠償（３００万円まで） 

保険金額 １事故最大５０００万円まで 

 ※その他、任意で保護者が入れる保険があります。 

   詳しくは、別途配布する「園児２４保険」の案内をご確認ください。 

 

２０ 園児の利用状況（毎年度５月１日現在） 

  令和５年度 令和６年度 令和７年度 

１号認定 

子ども 

３歳児 １４人 １０人 ７人 

４歳児     １８人 １６人 ８人 

５歳児 ２１人 １６人 １５人 

２・３号認定 

子ども 

１歳児  ４人 ４人 ４人 

２歳児 ５人 ５人 ４人 

３歳児 ７人 ９人 ７人 

４歳児 ８人 ７人 ９人 

５歳児 １４人 １０人 ９人 
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２１ 第三者評価の受審、自己評価の実施状況 

 当園では現在行っておらず、今後については検討中です。 

 

２２ 子ども・子育て支援法第３９条第３項、第５項の規定により公表・ 

 公示された旨（適正運営をしていない等により大阪市長より勧告、命令 

 等を受け、その旨を公表、公示された事実の有無） 

  なし 

 

２３ 当園におけるその他の留意事項 

喫煙  当園の敷地内はすべて禁煙です。 

 

宗教活動、政治活動、 

営利活動 

 利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利

用者に対する宗教活動、政治活動及び営利

活動はご遠慮ください。 
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別 表 

１ 全員が対象となるもの（３号は除く） 

 【特定教育・保育の提供に要する利用者負担金】 

（１） 教育充実に関する費用（上乗せ徴収） 

内容 内訳 金額 

専門講師による正課授

業に関する費用 

 

英語（ネイティブ）   \1,700 

体操              \1,500 

音楽               \800 

 

計 ￥４，０００/月 

 

（２） 実費に関する費用（実費徴収） 

内容 内訳 金額 備考 

育友会費 PTA 会費      ￥ ７００/月  

給食費 

 

※食べた分

を翌月に請

求 

免除なし 

（主食費：\110、副食費:\310） 

 

 

計 ￥ ４２０/月 

 

※免除基準 

〈区判断〉・所得制限 

・第３子以降 

〈園独自〉 

・在園児の２人目以

降（同時期に在園） 

免除あり 

（主食費：\110、副食費：なし） 

 

計 ￥ １１０/月 

※給食費は物価状況により変動する可能性があります。 
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２ 該当者（利用者）のみ対象となるもの 

（１） 一時預かり事業（１号認定） 

【平日】 

（お歩き送迎）１５時～１７時まで利用        ￥５００/日 

         １７時以降        ￥２５０/時（最大１９時）  

（バス送迎） １５時～１７時まで利用        ￥４００/日 

        １７時以降         ￥２００/時（最大１９時）   

       ※８時～９時３０分までは無料です（予約が必須です） 

     【土曜日、春・夏・冬の長期休業日】 

（お歩き送迎）１１時～１３時まで利用        ￥５００/日 

         １３時以降        ￥２５０/時（最大１６時）  

（バス送迎） １１時～１３時まで利用        ￥４００/日 

             １３時以降         ￥２００/時（最大１６時）  

 ※土曜・長期休業日は事前予約です。 
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（２） 時間外保育に係る利用者負担金 

     【保育短時間認定に係る時間外料金】 ※平日・土曜共通 

（お歩き送迎）１６時以降        ￥２５０/時（最大１９時）  

（バス送迎） １６時以降         ￥２００/時（最大１９時 

 （３） 送迎用園バス代（車両費、燃料費等）      ￥４，０００/月 

 （４） 制服代・用品代（必要な時） 

 （５） 行事の写真代（小路谷写真株式会社） 

 

※当園は、一部を除き上記費用の支払いはゆうちょ口座より引き落としと

なります。通帳の印字で領収書替わりとしていますが、領収書が必要

な方に対しては対応可能です。 

※制服・用品代、また年度末の修了・卒園写真代に関しては現金徴収と

なります。現金払いは領収書を交付いたします。 
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